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Ⅰ 学校概要 
 
１ 学 校 名  横浜市立あざみ野中学校 電話 902-4836  ＦＡＸ904-4054 
 
２ 所  在  地  〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野一丁目２９番の１  
 
３   交通機関  田園都市線・横浜市営地下鉄あざみ野駅より徒歩約１０分  
 
４ 校  長     天草 勉  
 
５ 通学区域  
   あざみ野一丁目 あざみ野二丁目 あざみ野三丁目 あざみ野四丁目  
   あざみ野南二丁目 あざみ野南三丁目 あざみ野南四丁目 みすずが丘  
   元石川町  3693 番地 3711 番地の 7～9・12 3712 番地～4109 番地  
        3783 番地の 1 3786 番地の 1 3787 番地～4109 番地  
        4111 番地の 11～4127 番地 4133 番地～4134 番地  
        4145 番地～4341 番地   4378 番地 4494 番地 4526 番地  
        562 番地～4572 番地 4574 番地 4575 番地 4586 番地～4599 番地  
        4616 番地の 7～4777 番地 4862 番地 4881 番地 4962 番地  
        5069 番地～5070 番地 5076 番地～5077 番地 5109 番地  
             5148 番地～5151 番地  
    荏子田一丁目 4 番地 荏子田三丁目 8 番地の 7～9 
    大場町 174 番地の 34～37 243 番地の 20・21・31・32・36 
        245 番地の 15  384 番地の 20～26 
 
６ 特別調整通学区域  
（１）正規校があざみ野中学校で受け入れ校があざみ野中学校・すすき野中学校となる区域  

（学区内だが受け入れ校にも通学可）  
荏子田一丁目 1 番地～3 番地 5 番地～16 番地  二丁目 1 番地～35 番地  

三丁目 4・5・9・13～28 番地  
（２）正規校がみたけ台中学校で受け入れ校があざみ野中学校・すすき野中学校となる区域  
    大場町  

174 番地の 245 174 番地の 429～174 番地の 433 
214 番地の 5～214 番地の 8 231 番地の 31 231 番地の 33  
231 番地の 62 235 番地の 1～235 番地の 2  
242 番地の 14～242 番地の 20 350 番地の 3～350 番地の 4 

  
（３）正規校がすすき野中学校で受け入れ校があざみ野中学校となる区域  

大場町  
210 番地～214 番地の 4 214 番地の 9～215 番地 216 番地の 21 
217 番地～231 番地の 30 231 番地の 32 231 番地の 38～61 

       231 番地の 63～234 番地 235 番地の 3～239 番地 242 番地の 1～13 
       242 番地の 21～242 番地 250 番地～260 番地  

285 番地～350 番地の 20 350 番地の 5～384 番地の 19  
384 番地の 27～398 番地  400 番地～873 番地 906 番地～911 番地 1035 番
地以降  

黒須田  
              
７ 開  校  横浜市立山内中学校を親校として、昭和５７年４月１日開校  
              創立記念日   ６月１日  
                「 昭和５６年６月、建設についての具体的な工事日程の地元の方々      

を交えての説明会及び、開設の準備委員会が発足、いよいよ建設準備に取

りかかった記念すべき月の初めをとり創立記念日とした」  
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８ 校  地  １９，５８２㎡  
 校 舎 鉄筋コンクリート構造  ３階建て (一部２階建て ) 延面積８，８０８㎡  
 
 体  育  館  延面積８５６㎡      プ  ー  ル ６コース  
 
 教  室  普通教室：２３教室  特別教室：１４教室  管  理  室：５室  
 
 格  技  場  延面積１，１４８㎡    
 
 
９ 生  徒  数                   平成 19 年 12 月末現在  

学年 男 女 計 学級数 

  １学年 １４５ １１１ ２５６ 7 

  ２学年 １５３ １２８ ２８１ 7 

  ３学年 １３７ ８４ ２２１ 6 

   計 ４３５ ３２３ ７５８ 20 

 
１０ 教職員数                          平成 19 年 12 月末現在      

  校長 副校長 教諭 
養護 

教諭 

総括事

務主査 

技能 

吏員 

非常勤

講師 
AET SC 計 

男 1 1 20   1 1 1    １   26 

女     13 1   1 3  １ 19 

計 1 1 33 1 1 2 4 1 1 45 
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１１ 本校の沿革の概要  
（１）開港記念日  6 月 1 日  
 
（２）創立・開校  昭和 57 年 4 月 1 日  
 
（３）開設状況  

昭和 41 年に東急田園都市線が開通し、52 年には地元の強い要望であざみ野駅が新
駅として開業した。当地域が急速に人口増になり、当時の学区内の山内中学校は生徒

増で過密の状態になったため、昭和 57 年にあざみ野中学校は、山内中を親校として
開校した。  

 
 （４）校名の由来  
     学校が開校したときには「あざみ野」という新しい町名がこのまちについていた。

開校準備委員会の創意もこの名前がなじみやすいということで命名された。なお、「あ

ざみ野」の町名は、早渕川沿いにあざみの花が多く咲いていたことから、一般募集し

た町名から決められた。  
 
 （５）校章の由来  
     開校まもなく、地域・生徒・教職員で校章づくり委員会を発足させた。作品の募集

を多数募り、審査を重ねて次のものに決定した。  
 

＜校章のもつ意味＞        
           明快さと応用性に重点をおき、校名の頭文字「A」  
           の字体を単純化し構成した。  
           安定感のある三角形を基本とした形は、学校教育を支える

三者（生徒・教職員・保護者）の協力を象徴している。  
 
 
 

 （６）沿革の概要  
昭和 57 年 5 月  1 日  横浜市立あざみ野中学校開校 

         12 月  1 日  校章・標準服制定 

昭和 59 年  5 月  1 日  「生徒指導」「社会福祉普及校」について市教委より研究指定

を受ける  
         12 月  5 日  校歌制定発表会  

昭和 60 年 11 月 18 日  増改築棟竣工（職員室・視聴覚室・第２音楽室）  
        11 月 20 日  横浜市教育委員会協力指定「生徒指導」研究発表 

   昭和 61 年  2 月 12 日  増築棟竣工（普通教室 2 教室･多目的ﾎｰﾙ･被服室･第 2 理科室･
図書室･相談室･理科準備室･被服準備室･教材室 2 室）  

   昭和 61 年 12 月  5 日  創立５周年記念式典  
   昭和 62 年  4 月  1 日  市教委より帰国生徒教育推進校の指定を受ける  
   平成 ３年 11 月  2 日  創立１０周年記念式典  
   平成 ５年  4 月  7 日    格技場落成式 

   平成 ７年  8 月  2 日     市教委より教育課程（外国語）研究協力校として研究発表  
      平成 10 年  4 月  1 日     福祉教育・ボランティア活動推進校に指定  
              11 月 13 日  市教委の人権教育実践推進校として、公開授業及び研究発表

を行う  
   平成 13 年 11 月 10 日  創立２０周年記念式典  

平成 17 年  3 月 25 日  教室改修工事（視聴覚室を普通教室に）  
      平成 18 年  6 月 14 日   トイレ改修、校舎棟改築・増築（調理室、多目的室、体育倉

庫）エレベーター設置、体育館照明・防火シャッター改修、

体育館倉庫増設  焼窯庫改築工事  
     平成 19 年  4 月  1 日  「まちとともに歩む読書活動推進校」に指定  
   平成 19 年 10 月  6 日   ネットディ実施  
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Ⅱ 学校経営計画 
１ 平成 19 年度学校教育目標 

21 世紀を心豊かにたくましく生きぬく真の「生きる力」の育成をめざして 

（1）「まち」の一員として主体的に生活できるように支援します。   〈生活〉 

          ≪自分を伸ばそう≫ 

（2）一人ひとりの個性が生きるように支援します。         〈個性〉 

    ≪自分を生かそう≫ 

（3）豊かな人権感覚が身につくように支援します。         〈共生〉 

    ≪みんなと生きよう≫ 

 

 具体目標 

＜生活＞ 

①「生きる力」を育むために、「まち」とともに「職業体験」「福祉体験」「奉仕活動」等の

体験学習の充実を図ります。  
②子どもの主体的な生活体験を重視する視点から、学校教育活動を展開します。  

＜個性＞ 

①一人ひとりの個性を大切にするために、個に応じた指導や選択履修幅の拡大を    

推進し、表現力を重視した学習や知的好奇心を高める指導を行います。 

    ②一人ひとりの心身の健全な成長を図るために、家庭や「まち」との連携を密にして子ど

ものよさや可能性を引き出す工夫をします。 

＜共生＞ 

  ①福祉の精神にあふれ、多文化を理解した人権感覚豊かな生徒の育成を図るための取り組

みを学校教育全般にわたって展開します。   

    ②思いやりや他者理解を育てるために、「まち」とともに心の教育をあらゆる場面で展開し

ます。 

 

２ 学校経営方針 

「だれもが」「安心して」「豊かに」生活できる学校づくりをめざして 

（１）確かな学力を育成するために、教育課程の編成・改善に努めます。  
（２）多様な学習や体験活動を推進するために、地域・保護者の教育力や学校支援ボランテ

ィアの積極的な活用を図ります。  
（３）豊かな心を育む生徒指導の充実を図ります。  
（４） 学校安全管理対策と教育環境整備の充実を図り、安心・安全な学校づくりに努めます。  
（５）積極的に学校情報を発信と学校評価の充実を図り、地域・保護者に開かれた信頼され

る学校づくりに努めます。  
（６）学校運営組織を有機的に機能させ、様々な教育課題への円滑な対応を図るとともに、

校内研修の充実に努め、教職員の資質や指導力向上を図ります。  
 
３ 指導の重点 

（１）確かな学力を育成するために、教科指導の充実に努めます。 

（２）多様な学習や体験活動を家庭・地域・関係諸機関との連携・協働のもと推進します。 

（３）道徳教育・人権教育・福祉教育を推進し、豊かな心を育む指導の充実を図ります。 

（４） 充実した学校生活を送ることができるように、行事や生徒会活動、ボランティア活動、

部活動の指導の充実を図ります。 
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４ あざみ野中学校マニフェスト（中期学校運営計画）  
（１）計画期間   平成 18 年 12 月 1 日 ～ 平成 21 年 3 月 31 日  
（２）改善の視点と取組目標  （◎は重点取組項目）  

改善の視点  取組目標 

1  
確かな学力の向上を目指し

て、教科指導の充実を図る必

要があります。  

・2 学年数学、1・2 学年英語の少人数授業を実施するととも
に、理科や音楽でＴ .Ｔを試行します。 

・少人数授業での習熟度別指導・学習はもとより、全教科習

熟度別指導を推進し、個に応じた指導に努めます。 

・全教職員が研究授業を実施し、「わかる授業」を目指し、

指導法の改善に取り組みます。 

・選択授業コース数増に努めます。 

・長期休業中や放課後の学習相談・指導の充実に努めます。 

・読解力向上のために、朝 10 分間の「朝読書」を実施しま
す。 

2  
多様な学習や体験活動を推

進するために、地域や保護者

の教育力の活用の充実が必

要となります。  

・1 年次にはコース数を増やして職業体験学習を行います。
そのためにはあざみ野ロータリークラブや保護者の教育力

を活用します。 

・2 年次には小桜愛児園での保育体験、校内での妊婦体験・
赤ちゃん体験を行います。そのためには区福祉保健センタ

ー保健師の教育力を活用します。 

・読書活動推進のために図書室支援ボランティアを募集し、

その教育力を活用します。 

◎ボランティア団体の協力を得て、生徒の地域（公園・福祉

施設等）でのボランティア活動を推進します。 

・「読み語りの時間」をボランティア団体の協力で全学年実

施します。 

・地域の「あざみ野祭」の準備・運営・片付けに参加します。 

・地域・保護者の力を借りて平成 19 年度にネットデイを実
施します。 

・近隣にある大学や芸術団体の教育力の活用を模索します。 

3  
豊かな心とたくましい身体

を育ための指導の充実が必

要となります。  

◎教職員から生徒に積極的にあいさつする「あいさつ運動」

を推進します。 

◎「校内美化ボランティア活動」を推進し、毎朝校舎内外の

環境整備を実施します。 

・全校生徒対象の「人権教育講演会」、1 学年対象の「福祉
体験活動」の充実を図ります。 

・道徳教育の指導計画の見直しを行い、心の教育の充実を図

ります。 

・修学旅行では広島を目的地の一つとして平和学習を展開し

ます。 

・近隣にある大学や芸術団体の教育力の活用を模索します。 

・体育授業や運動部活動で小学校予定地の活用を図り、運動

量の確保に努め、体力の増強を図ります。 

4  
安心・安全な学校づくりを進

めるとともに防犯・防災教育

の充実を図る必要がありま

す。  

・学校防災計画に基づいて、施設設備の安全管理、防災教育

や訓練の充実を図ります。 

・地域防災拠点の訓練に職員・生徒が参加し、防災拠点とし

ての意識を高めます。 
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・地域・保護者・小学校・警察等関係機関と情報を共有し、

連携した地域ぐるみの防犯対策に努めます。 

・学校危機管理マニュアルに基づいて、不審者侵入対応訓練・

緊急時校内連絡システム操作訓練に取り組みます。 

・「ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラム」を実施し、

いじめ・誘拐・性暴力等から身を守る力をつけさせます。 

・生徒会の活動で「いじめ防止」について、積極的に取り組

ませます。 

◎生徒活動に支障のない安全な校舎増改築工事ができるよう

に取り組みます。 

5  
地域・保護者・学区小学校・

関係機関と連携していく必

要があります。          

◎「学校ホームページ」に保護者向けの通知文や学校だより

を直ちに掲載するなどその充実を図ります。 

◎学校だよりや学年だより、進路通信等の内容の充実を図り

ます。 

・学校評価を推進し、保護者・地域による評価に加え、生徒

による学校評価・授業評価を実施します 

・学区２小学校との合同の「まち懇」に加えて、学校評議員

制を発足させます。 

◎小中教職員による合同研修会、相互の授業見学を計画する

など、小中連携・交流を推進します。 

・小学校児童が中学校を訪問し授業や部活動を見学・参加す

る機会を増やすように努めます。 

・小中学校を通じてあいさつ運動を展開します。（地域の声

かけ運動や防犯運動への広がりを視野に） 

6 

人材育成の考え方  
・すべての教職員が学校教育目標の達成のために、学校運営

組織における自らの役割を認識し果たしていくことや、常

に学校運営全体に目配りし学校チームとして機能していく

考えに立てるように、外部研修や校内研修を通して教師力

の向上を図っていきます。 

・研究授業の推進や外部講師を招聘しての校内研修を通して

授業力の向上を図っていきます。 

・教職員の日常の交流を活性化し、互いの力を高め合うこと

のできる教職員集団の構築に努めます。 

・校長・副校長・主幹・主任という組織を機能させ、全教職

員で情報の共有を図ります。 
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５ 年間授業日数、週数及び授業時数  
 （１）年間授業日数  
   年間授業日数は、国民の祝日、日曜日、土曜日、及び横浜市教育委員会が定める休業日

を除いた日数とする。  
 （２）年間授業週数  
   各教科等（特別活動については学級活動に限る）の授業は、年間３５週以上にわたって

行うようにする。ただし、各教科等の学習活動の特質に応じ、効果的な場合には、これ

らの授業を特定の期間に行うことができる。  
 （３）授業時数  
   各学年における必修教科、選択教科、道徳、特別活動（学級活動）、及び総合的な学習の

時間のそれぞれの授業時数の決定については次の通りである。  
 

 国

語  
社

会  
数

学  
理

科  
音

楽  
美

術  
保

体  
技

家  
英

語  
道

徳  
特

活  
選

択  
総

合  
合

計  
１

年  140 105 105 105 45 45 90 70 105 35 35  0 100 980 

２

年  105 105 105 105 35 35 90 70 105 35 35 70 85 980 

３

年  105 85 105 80 35 35 90 35 105 35 35 105 130 980 

【備考】  
   ①太字の数字は｢～型｣の教科等で上限の配当時数をとっていることを示している。  
   ②太字・網掛けの数字は｢～型｣の教科等で下限の配当時数をとっていることを示してい

る。  
   ③各教科等の授業の１単位時間は５０分を基本とする。ただし、各教科等の学習活動の

特質に応じ、効果的な場合は、適切に定める。  
 
 （４）総合的な学習の時間の取り扱い  
   （ア）総合的な学習の時間の趣旨 

     a  創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開できるようにする。 

          b  教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習を実施する時間を確保する。 

（イ）総合的な学習の時間のねらい 

     a  自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく課題を解

決する資質や能力を育てる。 

          b  学び方やものの見方を身に付け、課題の解決や探求活動に主体的、創造的に取

り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにする。 

（ウ）総合的な学習の時間の学習活動〔例〕  
a   国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題 

b  子どもの興味・関心に基づく課題 

c   ｢まち｣や本校の特色に応じた課題 

 

（５）必修教科、選択教科、道徳及び特別活動の内容の取り扱い  
  （ア）必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取り扱い  
   〔内容の取り扱いの原則〕  

a   所定の時数の範囲内で、具体的な指導内容を選択し、適切に配置する。  
b  ｢まち｣や本校の実態、及び子どもの成長過程や特性等を考慮する。  
c  基礎・基本を明らかにして指導内容を構成する。  

〔内容の順序〕  
    指導事項の関連を十分に検討し、｢まち｣や本校の実態及び子どもの成長過程や特性

等を考慮して、効果的な指導ができるように指導計画を作成する。  
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  （イ）選択教科の内容等の取り扱い  
a   選択教科の内容  
  課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、子どもの特性等に応じた多様な

学習活動を行う。特に基礎・基本の定着という観点から、補充的な学習も重視

する。  
b 選択教科の履修数  
  ２学年＝９教科１７コース  
  ３学年＝９教科２５コース  
c   各選択教科の授業時数  
  ２学年＝年間 ７０単位時間（週２時間）  

      ３学年＝年間１０５単位時間（週３時間）  
 
６ 時  程  表  
 【週時程表】  

  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  

１校時  道  徳  2 年選択①  3 年選択②  2 年選択②  3 年選択③  

２校時  3 年選択①      

３校時       

昼 食       

昼休み       

４校時       

５校時      総合①  

６校時    学級活動    総合②  
  
【時程表】  
  ６ 校 時 ５ 校 時 

生 徒 登 校 ８：４０ ８：４０ 

朝  学  活  ８：４０ ～  ８：４５  ８：４０ ～  ８：４５ 

朝  読  書  ８：４５ ～  ８：５５  ８：４５ ～  ８：５５ 

１  校  時  ９：００ ～  ９：５０  ９：００ ～  ９：５０ 

２  校  時 １０：００ ～ １０：５０ １０：００ ～ １０：５０ 

３  校  時 １１：００ ～ １１：５０ １１：００ ～ １１：５０ 

昼    食 １１：５５ ～ １２：１０ １１：５５ ～ １２：１０ 

昼  休  み １２：１０ ～ １２：３０ １２：１０ ～ １２：３０ 

４  校  時 １２：３５ ～ １３：２５ １２：３５ ～ １３：２５ 

５  校  時 １３：３５ ～ １４：２５ １３：３５ ～ １４：２５ 

６  校  時 １４：３５ ～ １５：２５ ※ 

学 級 活 動 １５：３０ ～ １５：４０ １４：３０ ～ １４：４０ 

清    掃 １５：４０ ～ １５：５５ １４：４０ ～ １４：５５ 

一般生徒下校 １６：０５ １５：０５ 
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７ 学校行事（平成 20 年度実施予定の主なもの）  

4 月  
前期始業式 入学式 着任式 離任式 新入生オリエンテーション  
身体計測 内科検診 歯科検診 眼科検診 授業参観 学級懇談会  
全国学力テスト（3 年） 部活動説明会 避難訓練  

5 月  家庭訪問 心電図検査 耳鼻科検診 教育相談 体育祭 PTA 総会  

6 月  開校記念日 3 年修学旅行 2 年自然教室 1 年校外学習 前期中間テスト  
不審者対応訓練 生徒総会 教育実習  

7 月  3 年進路説明会 個人面談 球技大会 大掃除 学習相談  
8 月  学習相談  
9 月  防災訓練 前期期末テスト 教育相談 学校保健委員会  

10 月  前期終業式 後期始業式 文化祭 学校をひらく週間  
2 年進路説明会  

11 月  
学校をひらく週間 授業参観 学級懇談会 人権教育講演会  
横浜市学習状況調査（3 年） 生徒会役員・専門委員長選挙  
3 年後期中間テスト 3 年進路説明会 地域清掃 職業体験学習（2 年）  

12 月  福祉体験学習（1 年） 読み聞かせ（1 年） １・2 年後期中間テスト   
1・2 年個人面談 3 年進路面談  

1 月  校内書初め展 避難訓練 私立高校推薦入試 公立高校前期選抜  
百人一首大会  

2 月  
学区内小学校児童来校中学見学 さまざまな職業の話を聞く会（1 年）  
新入学説明会 学年末テスト 私立高校入学試験 公立高校後期選抜卒業遠足 

PTA 総会  
3 月  公立高校後期選抜発表 お別れ会 卒業証書授与式 大掃除 修了式  

  
 

中学校での生活  
 （１）教科担任制  
    中学校では、小学校と異なり、授業はすべて教科担任制で行っています。教科担任制

の授業では、教科ごとに教える先生が違います。教科内容が難しくなるので、より専

門的な学習支援をするためです。  
 （２）教科  
    中学校に入学すると、新たに「英語」という教科学習が始まります。英語は学力差が

つきやすいため、1 年生ではクラスの人数を半分にした「少人数制」で授業を行なっ
ています。また、「図工」が「美術」に変わり、「技術・家庭科」の授業もあります。  

 （３）学級担任制  
    中学校でも学級担任制をとっていますので、「道徳」「学活」の時間は学級担任が担当

します。「総合の時間」は学年所属職員が全員で担当しています。困ったときは、担任

以外にも学級副担任、養護教諭、生徒指導専任やスクールカウンセラーがいますので

気軽にご相談ください。  




